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○ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件 

問 116 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用や事務職員の配置にあたっての

当該事業所の介護支援専門員が行う基準第 13条に掲げる一連の業務等について具体例

を示されたい。 

（答） 

  基準第 13 条に掲げる一連の業務等については、基準第 13 条で定める介護支援専門員

が行う直接的なケアマネジメント業務の他に、例えば、以下のような間接的なケアマネジ

メント業務も対象とする。 

 

＜例＞ 

○ 要介護認定調査関連書類関連業務 

 ・ 書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど 

○ ケアプラン作成関連業務 

 ・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど 

○ 給付管理関連業務 

 ・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど 

○ 利用者や家族との連絡調整に関する業務 

○ 事業所との連絡調整、書類発送等業務 

○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務 

○ 給与計算に関する業務 等 

 

○ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件 

問 117 事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第 13 条に掲

げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置

に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示さ

れたい。 

（答） 

具体例として、次のような場合に算定できる。これらの具体例を踏まえ、個々の状況等

に応じて個別具体的に判断されるものである。 

 

＜例＞ 

※ 当該事業所の介護支援専門員が行う基準第 13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効

率化に資することが前提 

・ 法人内に総務部門の部署があり、事務職員を配置 

・ 併設の訪問介護事業所に事務職員を配置 等  
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